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(57)【要約】
【課題】迅速にコーピングすることができ高価でない歯
科インプラントのフィクスチャーマウントと、それに用
いるドライバーを提供すること。
【解決手段】フィクスチャーマウント及びアバットメン
トと、フィクスチャーマウントドライバーのための内部
三角スロットを有し、歯科インプラントと同時に用いら
れる歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバッ
トメントと、インプラント手術後、直ちにコーピングを
行う球状のコーピングスクリューと、かんぬき型末端、
ドライバーシャンク、ドライバー体を有し、歯科インプ
ラント及び歯科インプラントフィクスチャーマウントの
アバットメントを歯槽骨に設置するとき、歯科インプラ
ントフィクスチャーマウントのアバットメントの固定溝
に挿入することにより、歯科インプラントフィクスチャ
ーマウントのアバットメントを固定するフィクスチャー
マウントドライバーとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィクスチャーマウント及びアバットメントと、フィクスチャーマウントドライバーの
ための内部三角スロットを有し、歯科インプラントと同時に用いられる歯科インプラント
フィクスチャーマウントのアバットメントと、
　インプラント手術後、直ちにコーピングを行う球状のコーピングスクリューと、
　かんぬき型末端、ドライバーシャンク、ドライバー体を有し、歯科インプラント及び歯
科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントを歯槽骨に設置するとき、歯科
インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの固定溝に挿入することにより、
歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントを固定するフィクスチャーマ
ウントドライバーと、を備える
　ことを特徴とする歯科インプラントのフィクスチャーマウント。
【請求項２】
　アバットメントの溝の内部が４角形である
　請求項１に記載の歯科インプラントのフィクスチャーマウントのアバットメント。
【請求項３】
　アバットメントの溝の内部が５角形である
　請求項１に記載の歯科インプラントのフィクスチャーマウントのアバットメント。
【請求項４】
　アバットメントの溝の内部が６角形である
　請求項１に記載の歯科インプラントのフィクスチャーマウントのアバットメント。
【請求項５】
　アバットメントの溝の内部が７以上の多角形である
　請求項１に記載の歯科インプラントのフィクスチャーマウントのアバットメント。
【請求項６】
　歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントを固定するフィクスチャー
マウントドライバーであって、
　かんぬき型末端、ドライバーシャンク、ドライバー体を有し、歯科インプラント及び歯
科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントを歯槽骨に設置するとき、歯科
インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの固定溝に挿入することにより、
歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントを固定可能である
　ことを特徴とする歯科インプラントのフィクスチャーマウントドライバー。
【請求項７】
　フィクスチャーマウントドライバーのかんぬき型末端が４角形である
　請求項６に記載の歯科インプラントのフィクスチャーマウントドライバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科インプラントのフィクスチャーマウント及びそのドライバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、歯科インプラントシステムの大部分において、フィクスチャーマウントが、歯科
インプラントの固定埋入に使用されている。歯科インプラント埋入後、フィクスチャーマ
ウントはすぐに取り除き処分される。歯科インプラントを埋入した３～６カ月後に、従来
の印象用コーピング及びコーピングスクリューを使用して、復元に必要な石膏模型を製作
する。これは、時間を浪費するだけでなく、フィクスチャーマウントの材料の浪費である
。
【０００３】
　また、歯科修復を準備するために、フィクスチャーマウント、印象用コーピング、コー
ピングスクリュー、既成またはカスタマイズされたアバットメントが必要であり、費用が
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嵩み、時間がかかるだけでなく、臨床上の使用においても不便である。
【０００４】
　関連する従来技術には、特許文献１～３などがあるが、安価で簡易に使える歯科インプ
ラントのフィクスチャーマウントはなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２３３１７９　「人工歯根及びインプラント」
【特許文献２】特開２００９－８２１７１　「歯科用インプラントアバットメント」
【特許文献３】特開２００９－４５４５３　「インプラント用一体型アバットメントの製
造方法及びインプラント用一体型アバットメント」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、迅速にコーピングすることができ高価でない歯科インプラントのフ
ィクスチャーマウントと、それに用いるドライバーを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の歯科インプラントのフィクスチャーマウントは、
フィクスチャーマウント及びアバットメントと、フィクスチャーマウントドライバーのた
めの内部三角スロットを有し、歯科インプラントと同時に用いられる歯科インプラントフ
ィクスチャーマウントのアバットメントと、インプラント手術後、直ちにコーピングを行
う球状のコーピングスクリューと、かんぬき型末端、ドライバーシャンク、ドライバー体
を有し、歯科インプラント及び歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメン
トを歯槽骨に設置するとき、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
の固定溝に挿入することにより、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメ
ントを固定するフィクスチャーマウントドライバーとを備えることを特徴とする。
【０００８】
　ここで、アバットメントの溝の内部を、４角形、５角形、６角形、７以上の多角形とし
てもよい。
【０００９】
　また、本発明のドライバーは、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメ
ントを固定するフィクスチャーマウントドライバーであって、かんぬき型末端、ドライバ
ーシャンク、ドライバー体を有し、歯科インプラント及び歯科インプラントフィクスチャ
ーマウントのアバットメントを歯槽骨に設置するとき、歯科インプラントフィクスチャー
マウントのアバットメントの固定溝に挿入することにより、歯科インプラントフィクスチ
ャーマウントのアバットメントを固定可能であることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、フィクスチャーマウントドライバーのかんぬき型末端を４角形としてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、迅速にコーピングすることができ、そのアバットメントをフィクスチ
ャーマウント、印象用コーピング、及びテンポラリーアバットメントまたはアバットメン
トとしても使用することができる。
　球形のコーピングスクリューは、歯科インプラントを埋入後、すぐにフィクスチャーマ
ウントのアバットメントに装着することにより、アバットメントを固定できる。さらに、
インプラント手術後、直ちにコーピングを行い、待機時間を短縮することができる。イン
プラント手術後、患者はすぐに咀嚼機能及び審美性を得ることができ、従来のように３～
６カ月間待つ必要がない。
【００１２】
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　特に、高価でない歯科インプラントのフィクスチャーマウントによって、１．治療に要
する時間短縮、２．待機時間の短縮、３．臨床手術過程の利便性の改善（従来は、出血の
ため、歯科インプラント手術後すぐに印象用コーピングを装着するのは困難であった）、
４．患者の受診回数の低減、５．咀嚼機能及び審美性の迅速な回復を助長、６．患者の適
応度改善という作用効果がある。
【００１３】
　球形のコーピングスクリューによっては、１．露出した凹凸面がコーピングの正確性を
向上、２．安価、３．治療に要する時間短縮、４．臨床手術過程の利便性を改善する（従
来は、出血のため、歯科インプラント手術後にすぐに印象用コーピングを装着するのは困
難であった）、５．歯科インプラント手術後、直ちにコーピング可能という作用効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの斜視図
【図２】歯科インプラント、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
、ボルト、フィクスチャーマウントドライバーの分解斜視図
【図３】歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの正面断面図
【図４】歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの参考斜視図
【図５】歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの参考正面図
【図６】球形のコーピングスクリューの斜視図
【図７】歯科インプラント、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
、球形のコーピングスクリューの分解斜視図
【図８】歯科インプラント、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
、球形のコーピングスクリューの接続斜視図
【図９】球形のコーピングスクリューの正面断面図
【図１０】歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの参考斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明による歯科インプラントフィクスチャーマウントは、インプラント治療にかかる
費用を削減するだけでなく、患者のインプラント適応度を改善し、インプラント治療に要
する治療時間を短縮するものである。本発明によると、フィクスチャーマウント、印象用
コーピング、及びテンポラリーアバットメントまたはアバットメントとみなすことができ
、つまり、１つの装置が４種の用途をもつ。
【００１６】
　本発明による構成は、基本的に歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメ
ント、球形のコーピングスクリュー及びフィクスチャーマウントドライバーからなる。
　これは、１．印象用コーピングとするフィクスチャーマウント、２．回転防止作用を有
する、フィクスチャーマウントの２つの小平面、３．歯科インプラントフィクスチャーマ
ウントのアバットメントの環状溝、４．アバットメント、５．回転防止作用を有するアバ
ットメントの２つの大平面、６．アバットメントのショルダー、７．アバットメントの環
状曲面、８．歯科インプラント内部と接続する根元、９．歯科インプラントの内部溝に挿
入嵌合する根元の３個の嵌合突起、１０．６角形または多角形のフィクスチャーマウント
ドライバーを受ける内部６角または多角スロット、１１．球形のコーピングスクリューの
冠状頭部、１２．球形のコーピングスクリューのボルト、１３．歯科インプラントフィク
スチャーマウントのアバットメント及び歯科インプラントに挿入し歯科インプラントフィ
クスチャーマウントのアバットメント及び歯科インプラントを固定する球形のコーピング
スクリューの先端を備える。
【００１７】
　以下に、本発明の実施形態を、図面に示す実施例を基に説明する。なお、実施形態は下
記の例示に限らず、本発明の趣旨から逸脱しない範囲で、前記文献など従来公知の技術を
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用いて適宜設計変更可能である。
また、以下の実施例では、器具の要部を説述するが、構造細部及び周辺装置は、標準的に
用いられている従来公知の技術を適宜適用可能である。
【００１８】
　図１は、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメントの斜視図、図２は
、歯科インプラント、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント、ボル
ト、フィクスチャーマウントドライバーの分解斜視図、図３は、歯科インプラントフィク
スチャーマウントのアバットメントの正面断面図、図４及び５は、歯科インプラントフィ
クスチャーマウントのアバットメントの参考斜視図及び参考正面図である。
　本発明による歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０は、以下
の各構成要素を備える。
【００１９】
　フィクスチャーマウント１２は、冠状端１１に位置する金属環で、フィクスチャーマウ
ントドライバー３０を受けるのに使用される。
　アバットメント１４は、テーパー型円柱体１４０及び根元１５を有する。また、アバッ
トメント１４は、ボルト５０を介する歯科インプラント７０との内部連結に用いられる円
柱体１５３を有する。
　ボルト５０は、フィクスチャーマウントドライバー３０を使用する前に、歯科インプラ
ントフィクスチャーマウントのアバットメント１０及び歯科インプラント７０の固定に用
いられる。
【００２０】
　フィクスチャーマウント１２は、約２～７ｍｍの冠状の金属環であり、それとアバット
メント１４が環状溝１３によって分かれている。フィクスチャーマウント１２は、歯科イ
ンプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０を延伸し、さらに球形のコーピ
ングスクリュー９０と共にクローズドトレー法の印象用コーピングとする。
　フィクスチャーマウント１２は実験室で切除した後、アバットメント１４はテンポラリ
ーアバットメントとして使用できる。環状溝１３は印象用コーピングの保持にも使用する
。
【００２１】
　図３に示したように、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０
の冠状端１１内部の固定溝１１２は、フィクスチャーマウントドライバー３０を受けるよ
う設計されている。
【００２２】
　フィクスチャーマウント１２は、２つの小平面１２１を有し、それぞれフィクスチャー
マウント１２の両側で、冠状端１１及び環状溝１３の間に位置する。アバットメント１４
のテーパー型円柱体１４０は２つの大平面１４１を有し、それぞれアバットメント１４の
両側で、環状溝１３及びショルダー１４２の間に位置する。
　その小平面１２１及び大平面１４１は、歯冠修復を行うとき、歯科インプラントフィク
スチャーマウントのアバットメント１０の回転を防止する。
【００２３】
　歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０は、アバットメント１
４にショルダー１４２を有し、歯冠修復物の辺縁の装着に使用される。ショルダー１４２
底面には環状の曲面１４３があり、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバット
メント１０が歯槽骨と噛み合い、簡単に外れないようにする。
【００２４】
　図１に示したように、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０
の根元１５では、オスコネクタが歯科インプラント７０と内部連結する。根元１５は歯科
インプラント７０に挿入し、歯科インプラント７０の内部溝７１と嵌合する。歯科インプ
ラント７０のサイズの違いにより、アバットメント１４及び根元１５の直径も多様である
。
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【００２５】
　歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０の根元１５は、根元１
５から突出した嵌合突起１５２を３個有する。嵌合突起１５２はすべて、段１５１を２つ
有する。根元１５の３個の嵌合突起１５２は、根元１５の環状曲面１４３及び円柱体１５
３の間に位置し、それぞれ２個の角度は１２０度であり、歯科インプラント７０の内部溝
７１にしっかりと嵌合する。
　嵌合突起１５２は回転防止機能を有すると同時に、歯科インプラント７０のメスコネク
タへの挿入により、摩擦抵抗力を増加させ、歯科インプラントフィクスチャーマウントの
アバットメント１０及び歯科インプラント７０を固定する。嵌合突起１５２を挿入して、
歯科インプラント７０の内部溝７１に挿入嵌合されると、歯科インプラントフィクスチャ
ーマウントのアバットメント１０の位置は固定され、歯科インプラントフィクスチャーマ
ウントのアバットメント１０の回転を防止する。
【００２６】
　図２に示したように、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０
は、ボルト５０を介して歯科インプラント７０に連結する。歯科インプラントフィクスチ
ャーマウントのアバットメント１０は貫通孔１６を有し、歯科インプラント７０の内部溝
７１と連結する。
【００２７】
　ボルト５０の先端５２は、雄ねじ山５２１を有し、歯科インプラントフィクスチャーマ
ウントのアバットメント１０の貫通孔１６及び歯科インプラント７０の内部溝７１に貫通
する。ボルト５０の頭部５１が、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメ
ント１０の貫通孔１６内に維持されることにより、ボルト５０を挿入する力点が、歯科イ
ンプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０に保持される。
　このような設計によると、ボルト５０は歯科インプラント７０との金属同士の安定接触
により、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０が歯科インプラ
ント７０内に緊密に固定され、その安定性が大幅に増す。
【００２８】
　図３ないし５に示したように、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメ
ント１０の内面には内部６角スロット１１１があり、６角形のフィクスチャーマウントド
ライバー３０を受ける設計になっている。内部６角スロット１１１の長さは約４～８ｍｍ
である。
【００２９】
　図２に示したフィクスチャーマウントドライバー３０は、円柱状のドライバーシャンク
３１、低速ハンドピースを受けるかんぬき型末端３４、上部６角体３２１及びカラーマー
ク３２３を有する下部円柱体３２２を含む六角体３２からなる。さらに、６角柱状シャン
ク３３を含み、その末端にはプラスチックＯリング３３１を有し、歯科インプラントフィ
クスチャーマウントのアバットメント１０の歯科インプラント７０内への装着を助ける。
【００３０】
　図６ないし１０に示す別実施例の球状コーピングスクリュー９０は、円柱体状の球形コ
ーピングスクリューボルト９４を備え、その先端９５が、歯科インプラントフィクスチャ
ーマウントのアバットメント１０を通って、歯科インプラント７０及び円柱体状の球形コ
ーピングスクリューシャンク９３が挿入される。その冠状頭部９２は、歯科インプラント
フィクスチャーマウントのアバットメント１０から延伸して、印象用コーピングとする。
【００３１】
　歯科インプラント７０を埋入後、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバット
メント１０の固定に用いたフィクスチャーマウントドライバー３０及びボルト５０を直ち
に外す。その後、球形のコーピングスクリュー９０を用いて、歯科インプラントフィクス
チャーマウントのアバットメント１０を歯科インプラント７０に固定する。
　球形のコーピングスクリュー９０の冠状頭部９２は、歯科インプラントフィクスチャー
マウントのアバットメント１０の固定溝１１２の外側に保持される。
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【００３２】
　図６ないし９に示した球形コーピングスクリューシャンク９３の冠状頭部９２は、大半
球体９２３、環状溝９２２、小半球体９２１、及び６角溝９１を有する。大半球体９２３
及びフィクスチャーマウント１２の接続によって、環状溝９６が形成され、印象用コーピ
ングとして使用される。６角溝９１内部は、６角スロット９１１を有し、６角のフィクス
チャーマウントドライバー３０を受ける設計である。
【００３３】
　以上のように、歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１０は、特
に迅速なインプラントの埋入及び迅速にコーピングすることを目的に設計されたものであ
る。この新しい設計は、最新の概念を多く応用したため、最も重要な安定性が増すだけで
なく、複合的機能のインプラントフィクスチャーマウントを提供することができる。
　臨床医師は、この新しい歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント１
０及び球形のコーピングスクリュー９０を利用すると、歯科インプラント埋入後、すぐに
最終のコーピングを行うことができる。直ちに歯型に流し込み、ワックスアップをするこ
とができ、その後、スクリュー固定またはセメント固定による仮歯を製作し、同じ日に装
着する。義歯は数日で製作して装着することができる。
　また、インプラント手術前にアクリル酸の外殻及び仮歯を製作し、仮歯は、インプラン
ト手術後に直ちに手直しした歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
１０に装着し、テンポラリーアバットメントとすることができる。歯科インプラントフィ
クスチャーマウントのアバットメント１０は、手直し後、アバットメントとして使用する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明によると、歯科インプラントの普及につながり実用的であり、産業上非常に有用
である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　歯科インプラントフィクスチャーマウントのアバットメント
　１１　冠状端
　１１１　内部６角スロット
　１１２　固定溝
　１２　フィクスチャーマウント
　１２１　小平面
　１３　環状溝
　１４　アバットメント
　１４０　テーパー型円柱体
　１４１　大平面
　１４２　ショルダー
　１４３　環状の曲面
　１５　根元
　１５１　段
　１５２　嵌合突起
　１５３　円柱体
　１６　貫通孔
　３０　フィクスチャーマウントドライバー
　３１　ドライバーシャンク
　３２　６角体
　３２１　上部６角体
　３２２　下部円柱体
　３２３　カラーマーク
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　３３　６角柱状シャンク
　３３１　プラスチックＯリング
　３４　かんぬき型末端
　５０　ボルト
　５１　頭部
　５２　先端
　５２１　雄ねじ山
　７０　歯科インプラント
　７１　内部溝
　９０　球形のコーピングスクリュー
　９１　６角溝
　９１１　６角スロット
　９２　冠状頭部
　９２１　小半球体
　９２２　環状溝
　９２３　大半球体
　９３　円柱体状の球形コーピングスクリューシャンク
　９４　球形コーピングスクリューボルト
　９５　先端
　９６　環状溝

【図１】 【図２】
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